
目

次

告

示

△

救
急
病
院
等
の
認
定

(

医
療
対
策
室)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

社
会
援
護
室)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更

(

〃

)

…
…
…
二

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
二

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
指
定
の
辞
退

(

〃

)

…
…
…
二

△

農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更

(

農
業
経
営
室)

…
…
…
二

△

農
業
振
興
地
域
の
指
定
の
解
除(

三
件)

(

〃

)

…
…
…
三

△

保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知(

五
件)

(

治

山

室)

…
…
…
三

公

告

△

都
市
計
画
の
変
更
の
案(

三
件)

(
都
市
企
画
室)

…
…
…
五

△

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
室)

…
…
…
六

△

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

(

東
広
島
地
域
事
務
所)

…
…
…
六

△

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

〃

)
…
…
…
六

△

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

備
北
地
域
事
務
所)
…
…
…
六

教
育
委
員
会
教
育
長
公
告

△

広
島
県
縮
景
園
の
臨
時
開
園

七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

七

△

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
の
変

更

七

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

七

正

誤

△

平
成
十
七
年
四
月
二
十
五
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
一

号
中
広
島
県
告
示
第
六
百
七
号
の
訂
正

八

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
千
十
一
号

次
の
病
院
の
開
設
者
か
ら
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
千
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
に
よ
る
医

療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平成18年12月14日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 9 1号

1

日
本
鋼
管
福
山
病
院

大
石
病
院

名

称

福
山
市
大
門
町
津
之
下
一
八
四
四
番
地

福
山
市
川
口
町
一
丁
目
七
番
一
五
号

所

在

地

平
成
二
一
年
一
二
月
一
三
日

平
成
二
一
年
一
二
月
一
三
日

効
力
を
有
す
る
期
限

更
新

更
新 備

考

西
川
歯
科
医
院

大
附
歯
科
医
院

網
本
内
科
消
化
器
科
医
院

瀬
分
皮
膚
科
ア
レ
ル
ギ
ー
科

サ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

中
川
脳
神
経
外
科
病
院

寺
岡
内
科
医
院

名

称

呉
市
広
中
新
開
二
丁
目
六
―
五
一

呉
市
本
通
八
丁
目
九
―
一

廿
日
市
市
平
良
二
丁
目
一
〇
―
三
七

東
広
島
市
西
条
岡
町
三
番
九
号

東
広
島
市
西
条
町
西
条
東
山
崎
一
二
八
一
―
五

尾
道
市
向
島
町
五
四
三
七
―
一

呉
市
三
条
一
丁
目
三
―
一
四

呉
市
本
通
五
丁
目
一
〇
―
一
五

所

在

地

平
成
一
八
年
一
〇
月
一
〇
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
一
月

一
日

平
成
一
八
年
一
一
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
一
月

一
日

平
成
一
八
年

七
月

一
日

指

定

年

月

日

(定期)

定

第 ９５

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



広
島
県
告
示
第
千
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
千
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
診
療
所
等
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
千
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
一

条
第
一
項
の
規
定
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
指
定
施
術
者
か
ら
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
千
十
六
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号
で
指
定
し
た
農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成18年12月14日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 9 1号

2

平
良
し
み
ず
薬
局

日
本
調
剤

上
下
薬
局

メ
デ
ィ
エ
ン
ト
尾
道
西
薬
局

廿
日
市
市
平
良
二
―
一
〇
―
三
六

府
中
市
上
下
町
上
下
九
七
〇
―
三

尾
道
市
神
田
町
三
―
一
一

平
成
一
八
年
一
一
月

一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

平
成
一
八
年
一
一
月

九
日

谷
口
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

特
定
医
療
法
人

紅
十
字
会

聖

ラ

ザ

ロ

病

院

新
名

称

谷
口
歯
科
医
院

佐
々
木
病
院

旧

大
竹
市
小
方
一
丁
目
一
三
番

三
二
号

呉
市
焼
山
南
一
丁
目
八
番
二

三
号 所

在

地

平
成
一
五
年

六
月

一
日

平
成
一
八
年

九
月

一
日

変
更
年
月
日

大
附
歯
科
医
院

灘
田
歯
科
医
院

さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

宮
島
ク
リ
ニ
ッ
ク

伊
関
神
経
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

サ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
広
島

中
川
脳
神
経
外
科
病
院

伊
藤
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

名

称

呉
市
本
通
八
丁
目
九
―
一

呉
市
中
央
一
丁
目
三
―
五

尾
道
市
向
島
町
五
四
三
七
―
一

廿
日
市
市
宮
島
町
一
一
八
五
―
一

廿
日
市
市
地
御
前
一
―
二
―
二
三

東
広
島
市
西
条
町
西
条
東
山
崎
一
二
八
一
―
五

呉
市
三
条
一
丁
目
三
―
一
四

呉
市
警
固
屋
四
丁
目
一
〇
―
八

所

在

地

平
成
一
八
年

九
月
三
〇
日

平
成
一
八
年

九
月
三
〇
日

平
成
一
八
年

八
月
三
一
日

平
成
一
八
年

九
月
三
〇
日

平
成
一
八
年

九
月
二
九
日

平
成
一
八
年

九
月
三
〇
日

平
成
一
八
年
一
〇
月
三
一
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

廃

止

年

月

日

ケ
ヤ
ー
陽
光
台
薬
局

中
歯
科
医
院

西
川
歯
科
医
院

伊
藤
歯
科
医
院

廿
日
市
市
陽
光
台
五
丁
目
一
三
―
四

三
原
市
本
町
三
―
一
四
―
一
三

呉
市
広
中
新
開
二
―
五
―
七

呉
市
海
岸
二
丁
目
八
―
一
三

平
成
一
三
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
八
年

七
月
二
六
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

九
日

平
成
一
八
年

六
月
二
五
日

小
林

清
氏

名

呉
市
神
原
町
一
―
二

住

所

は
り
・
き
ゅ
う

業
務
の
種
類

平
成
一
八
年

九
月
一
三
日

辞

退

年

月

日

福
山
農
業
振
興
地

域
名

称

福
山
市
の
う
ち
、
別
図
で
黄
色
に
着
色
し
た
部
分(

昭
和
五
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百

十
八
号
、
平
成
三
年
広
島
県
告
示
第
千
七
百
十
三
号
、
平
成
四
年
広
島
県
告
示
第
九
百
五
十

二
号
、
平
成
六
年
広
島
県
告
示
第
三
百
六
号
、
平
成
八
年
広
島
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号
、

平
成
十
三
年
広
島
県
告
示
第
八
百
九
十
八
号
及
び
平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
百
二
十
八
号

で
定
め
ら
れ
た
都
市
計
画
の
市
街
化
区
域
及
び
大
門
町
野
々
浜
の
う
ち
市
街
化
区
域
界
、
県

境
及
び
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域)

、
茶
色
で
着
色
し
た
部
分

(

市
街
化
区
域
に
囲
ま
れ
た

部
分
に
該
当
す
る
区
域)

、
紫
色
に
着
色
し
た
部
分

(

平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
訓
令
第
二

号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
国
有
林
の
林
班
番
号
七
〇
二
、
七
〇
四
か
ら
七
一
五
ま
で
、
七
三

九
か
ら
七
四
三
ま
で
、[

た
だ
し
、
七
四
二
の
イ
を
除
い
た
区
域]

、
七
五
〇
か
ら
七
五
三
ま

で
、
七
五
五
、
七
五
八
か
ら
七
七
五
ま
で
、
七
七
七
か
ら
七
八
一
ま
で
、
七
八
九
か
ら
七
九

一
ま
で)

、
赤
色
に
着
色
し
た
部
分

(

昭
和
五
十
年
二
月
一
日
に
福
山
市
に
編
入
さ
れ
た
深

安
郡
加
茂
町
の
う
ち
、
昭
和
四
十
三
年
農
林
省
訓
令
第
四
十
五
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
民

有
林
の
林
班
番
号
一
二
、
一
三
、
一
五
の
区
域)

、
桃
色
に
着
色
し
た
部
分

(

瀬
戸
内
海
国

立
公
園
第
一
種
及
び
第
二
種
特
別
地
域)

、
黄
緑
色
に
着
色
し
た
部
分

(

山
野
峡
県
立
自
然

公
園
の
区
域)

及
び
青
色
に
着
色
し
た
部
分(

昭
和
四
十
四
年
広
島
県
告
示
第
八
百
八
十
六

変

更

後

の

区

域

(定期)



広
島
県
告
示
第
千
十
七
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
千
百
五
号
で
指
定
し
た
次
の
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

内
海
農
業
振
興
地
域

広
島
県
告
示
第
千
十
八
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号
で
指
定
し
た
次
の
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
解
除
す

る
。そ

の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

神
辺
農
業
振
興
地
域

広
島
県
告
示
第
千
十
九
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
九
百
九
号
で
指
定
し
た
次
の
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

新
市
農
業
振
興
地
域

二

沼
隈
農
業
振
興
地
域

広
島
県
告
示
第
千
二
十
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
鈴
張
字
宮
岡
五
四
五
、
五
四
九
、
五
五
二
、
字
下
中
祖
一
八
七
九
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
広

島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
千
二
十
一
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
小
河
原
町
字
木
ノ
宗
一
〇
、
字
持
寄
三
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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号
及
び
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号
、
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
告
示
第
百

号
、
平
成
十
三
年
広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号
で
定
め
ら
れ
た
港
湾
法
に
基
づ
く
港
湾
区

域
、
昭
和
四
十
年
広
島
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号
、
昭
和
四
十
一
年
広
島
県
告
示
第
千
三
十

号
、
昭
和
四
十
一
年
広
島
県
告
示
第
千
三
十
一
号
、
昭
和
五
十
年
広
島
県
告
示
第
八
百
八
十

八
号
、
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号
、
昭
和
五
十
四
年
広
島
県
告
示
第
五

百
三
十
六
号
、
昭
和
五
十
五
年
広
島
県
告
示
第
二
百
二
号
、
昭
和
六
十
二
年
広
島
県
告
示
第

七
百
八
十
四
号
、
昭
和
六
十
三
年
広
島
県
告
示
第
千
八
十
六
号
及
び
平
成
元
年
広
島
県
告
示

第
千
七
十
八
号
で
定
め
ら
れ
た
港
湾
法
に
基
づ
く
港
湾
隣
接
区
域)

に
該
当
す
る
土
地
の
区

域
を
除
い
た
区
域
。(

別
図
略)

(定期)



字
木
ノ
宗
一
〇
・
字
持
寄
三
二

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
千
二
十
二
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
狩
留
家
町
字
高
八
真
平
三
四
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
広

島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
千
二
十
三
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
南
区
沼
田
町
大
字
伴
字
日
山
二
四
七
、
二
六
六
、
字
流
田
七
四
二
九
か
ら
七
四
三
一
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
日
山
二
四
七
・
二
六
六
・
字
流
田
七
四
二
九
か
ら
七
四
三
一
ま
で

(

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
千
二
十
四
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
字
日
浦
山
四
四
三
一
、
四
四
五
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
日
浦
山
四
四
三
一
・
四
四
五
五

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
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村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣
及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公公公

告告告

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
圏
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
広
島
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
区
域
区
分

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

大
竹
市
晴
海
二
丁
目
の
一
部

大
竹
市
東
栄
三
丁
目
の
一
部
及
び
御
幸
町
二
一
二
九
番
二
一
号
地
先

広
島
市
安
佐
南
区
山
本
新
町
一
丁
目
、
山
本
新
町
二
丁
目
、
本
新
町
三
丁
目
及
び
山
本
町
の
各
一
部

広
島
市
安
佐
南
区
伴
南
四
丁
目
及
び
佐
伯
区
五
日
市
町
大
字
石
内
の
各
一
部

広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
港
三
丁
目
、
五
日
市
町
、
海
老
山
南
一
丁
目
及
び
海
老
山
南
二
丁
目
の
各
一
部

三

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室

大
竹
市
都
市
計
画
課

広
島
市
企
画
総
務
局
企
画
調
整
部
都
市
計
画
担
当

広
島
市
安
佐
南
区
役
所

広
島
市
佐
伯
区
役
所

四

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
圏
都
市
計
画
用
途
地
域
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
広
島
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

大
竹
市
晴
海
二
丁
目
の
一
部

大
竹
市
東
栄
三
丁
目
の
一
部
及
び
御
幸
町
二
一
二
九
番
二
一
号
地
先

三

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室

大
竹
市
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
備
後
圏
都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
広
島
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

備
後
圏
都
市
計
画
区
域
区
分

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

尾
道
市
美
ノ
郷
町
の
一
部

福
山
市
沼
隈
町
の
一
部

三

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室

尾
道
市
都
市
部
都
市
デ
ザ
イ
ン
課
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福
山
市
建
設
局
都
市
部
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

都
市
計
画
法

(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

安
芸
郡
熊
野
町
字
ソ
カ
ウ
タ
四
一
三
五
番
一
の
一
部
、
四
一
三
五
番
一
地
先
か
ら
四
一
三
三
番
一
地
先

道
路
、
同
郡
同
町
字
馬
場
六
〇
二
四
番
一
、
六
〇
二
四
番
二
、
六
〇
二
五
番
一
、
六
〇
二
五
番
二
、
六
〇

二
六
番
一
、
六
〇
二
六
番
二
、
六
〇
二
六
番
四
、
六
〇
二
六
番
五
、
六
〇
二
六
番
二
地
先
か
ら
六
〇
二
四

番
二
地
先
水
路

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
七
番
二
号

株
式
会
社
ア
ー
バ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

代
表
取
締
役

石
川

裕
一

東
広
島
市
高
屋
町
造
賀
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

日

當

康

典

(

退
任
役
員)

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

日

當

康

典

比
婆
郡
比
和
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
就
任
及
び
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長

堂

本

雅

彦

(

就
任
役
員)

(

退
任
役
員)
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理

事

職

名

廣
川

春
三

日
名
田

静
美

氏

名

東
広
島
市
高
屋
町
造
賀
二
九
四
六

東
広
島
市
高
屋
町
造
賀
五
五
四
六
―
二

住

所

竹
原
市

事

業

主

体

毛
木
西
地
区

地

区

名

農
業
用
道
路
整
備
事
業

事

業

名

平
成
八
年
三
月
四
日

完

了

年

月

日

監

事

理

事

職

名

次
山�
三

加
藤

正
道

津
田

登

和
田

勅
相

平
岡

哲
司

渡
邉

洋
二

松
島

博

曽
根
田

満
穂

梅
津

孝
晴

氏

名

庄
原
市
比
和
町
三
河
内
三
四
六

庄
原
市
比
和
町
森
脇
甲
一
〇
四
〇

庄
原
市
比
和
町
三
河
内
三
二
一
三

庄
原
市
比
和
町
三
河
内
甲
一
九
〇
三

庄
原
市
比
和
町
木
屋
原
一
〇
五
九

庄
原
市
比
和
町
古
頃
一
〇
八
六

庄
原
市
比
和
町
森
脇
一
五
二
―
二

庄
原
市
比
和
町
森
脇
九
四
八

庄
原
市
比
和
町
比
和
四
八
六

住

所

監

事

理

事

職

名

武
原

健

松
島

光
則

吉
原

雅
典

和
田

勅
相

高
橋

静
松

竹
田

和
光

管
田

吉
登

柿
原

勸

足
立

光
則

氏

名

庄
原
市
比
和
町
三
河
内
六
五
六

庄
原
市
比
和
町
森
脇
一
四
三
―
七

庄
原
市
比
和
町
三
河
内
甲
二
五
三
九
―
二

庄
原
市
比
和
町
三
河
内
甲
一
九
〇
三

庄
原
市
比
和
町
木
屋
原
五
八
五
―
三

庄
原
市
比
和
町
古
頃
七
〇
七

庄
原
市
比
和
町
森
脇
一
六
二
三

庄
原
市
比
和
町
森
脇
一
〇
一
九

庄
原
市
比
和
町
比
和
九
一
六
―
八

住

所

(定期)



教教教
育育育
委委委
員員員
会会会
教教教
育育育
長長長
公公公
告告告

広
島
県
縮
景
園
を
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
臨
時
に
開
園
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長

関

靖

直

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

二
、
九
八
七

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
個
人
演
説
会
、
政
党
演

説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
旨
、
尾
道
市

選
挙
管
理
委
員
会
及
び
江
田
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

54号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
12月

14日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登
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栗
原
南
老
人
憩
の
家

久
保
老
人
憩
の
家

名

称

指

定

施

設

尾
道
市
栗
原
東
一
丁
目
一

〇
番
一
号

尾
道
市
西
久
保
町
二
八
番

四
五
号

所

在

地

所
在
地

名

称

名

称

変
更
事
項

尾
道
市
栗
原
東
一
丁
目
一
〇
番
九
号

い
き
い
き
サ
ロ
ン
栗
原

い
き
い
き
サ
ロ
ン
久
保

変

更

後

江
田
島
町
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

立

花

公

民

館

栗
原
北
老
人
憩
の
家

安
芸
郡
江
田
島
町
小
用
二

丁
目
一
七
番
一
号

御
調
郡
向
島
町
立
花
一
三

八
五
番
地
の
二

尾
道
市
栗
原
町
一
〇
九
九

一
番
地

所
在
地

名

称

所
在
地

名

称

江
田
島
市
江
田
島
町
小
用
二
丁
目
一
七
番
一
号

江
田
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

尾
道
市
向
島
町
立
花
一
三
八
五
番
地
二

い
き
い
き
サ
ロ
ン
栗
原
北

6S
1135

6S
0385

6S
1091

6S
1076

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
12
月

14
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

同
上

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

南
国
美
人
－

30 俺
た
ち
Ｔ

Ｉ
Ｍ

Ｊ
ａ
ｃ
ｋ
－

30 ピ
カ
ス
ロ

１ 型
式
名

同
上

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア

代
表
取
締
役
嶺
井
勝
也

(東
京
都
台
東
区
東
上
野
二

丁
目

11番
７
号
)

同
上

株
式
会
社
ヤ

ーマ
代
表
取
締
役
洪
耕
一

(東
京
都
大
東
区
東
上
野
一

丁
目

19番
６
号
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

正正正

誤誤誤

平
成
十
七
年
四
月
二
十
五
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
一
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
六
百
七
号

(

昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号

(

騒
音
の
規
制
に
関
す
る
定
め)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

環
境
部
環
境
対
策
局
環
境
対
策
室
長
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二
ペ
ー
ジ

上 段

六

行

地
域
に
限
る
。)

誤

地
域
に
限
る
。)

に
限
る
。)

正

(定期)




